
令 和 ５ 年 第 ４ 回

箕面市教育委員会定例会会議録

箕面市教育委員会



令 和 ５ 年 第 ４ 回
箕面市教育委員会定例会会議録
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担当副部長兼人権施策室長 濵 口 悟 君

子 ど も 未 来 創 造 局

担 当 副 部 長 山 田 睦 美 君
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担 当 副 部 長 村 田 麻 子 君

子 ど も 未 来 創 造 局

担 当 副 部 長 遠 近 高 明 君

教 育 政 策 室 長 乾 敬一朗 君
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学 校 教 育 室 長 三 島 新 平 君

放課後子ども支援室長 六 島 拓 也 君

青 少 年 育 成 室 長 今 峰 秀 樹 君

児 童 生 徒 指 導 室 長 高 取 貞 光 君

保育幼稚園利用室長 福 田 浩 子 君

子どもすこやか室長 坪 田 忠 宏 君

保育・幼児教育センター長 大 上 和 代 君

保 健 ス ポ ー ツ 室 長 須 山 純 次 君

１．出席事務局職員

教 育 政 策 室 参 事 中 村 友 美 君

教 育 政 策 室 平 井 由貴子 君



１．議事日程

日程第 １ 会議録署名委員の指定

日程第 ２ 教育長報告

日程第 ３ （仮称）箕面市立船場小学校の校種案について評価を求める件

日程第 ４ （仮称）箕面市立船場小学校の校種に関する評価専門委員の委嘱の件

日程第 ５ 箕面市教育委員会小中一貫教育推進監設置規則制定の件

日程第 ６ 箕面市教育委員会事務局等職員の勤務時間等に関する規則改正の件

日程第 ７ 箕面市教育委員会職名規則改正の件

日程第 ８ 箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則改正の件

日程第 ９ 箕面市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

改正の件

日程第１０ 箕面市学童保育に関する条例施行規則改正の件

日程第１１ 箕面市個人情報保護条例の施行に関する箕面市教育委員会規程廃止の

件

日程第１２ 箕面市立学校等における医療的ケア実施要綱改正の件

日程第１３ 箕面市立青少年教学の森野外活動センターを活用した青少年健全育成

団体活動支援交付金交付要綱改正の件

日程第１４ 箕面市立保育所条例施行規則改正の件

日程第１５ 箕面市保育料に関する規則改正の件

日程第１６ 箕面市幼児教育スーパーバイザー等設置要綱改正の件

日程第１７ 箕面市送迎用バスの安全装置設置事業費補助金交付要綱制定の件

日程第１８ 箕面市保育士宿舎借上支援事業補助金交付要綱改正の件

日程第１９ 箕面市産後ケア事業実施要綱改正の件

日程第２０ 箕面市妊婦健康診の実施等に関する要綱改正の件

日程第２１ 令和４年度箕面子どもステップアップ調査結果報告の件

日程第２２ 箕面市教育委員会審理員及び審理補助員任命の件

日程第２３ 箕面市奨学生選考委員会委員解職及び任命の件

日程第２４ 箕面市いじめ問題対策連絡協議会委員解職及び任命の件

日程第２５ 箕面市幼児教育サポーター任命の件

日程第２６ 箕面市スポーツ推進委員解職の件

日程第２７ 箕面市教育委員会人事発令の件

日程第２８ 箕面市教育委員会会議録の承認を求める件

日程第２９ 生徒指導の件

追加第 １ 教育財産の取得にかかる申出の件

（午前１０時３０分開会）



◯教育長（藤迫稔君） ： ただ今から、令和５年第４回箕面市教育委員会定例会

を開催いたします。議事に先立ちまして事務局に「諸般の報告」を求めます。

（事務局報告）

◯教育長（藤迫稔君） ： ただ今の報告どおり、本委員会は成立いたしました。

◯教育長（藤迫稔君） ： それでは、日程第１「会議録署名委員の指定」を行い

ます。本日の会議録署名委員は、箕面市教育委員会会議規則第５条第２項の規

定に基づき、高橋委員を指定いたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： 次に、日程第２「教育長報告」を行います。まず最初

に既に皆さんにはご報告済みですが第一中学校の個人情報の漏えい問題につい

てですが、詳細については報告させていただいております。これも絶対あって

はならない事案でありまして、保護者の皆さんや生徒の皆さんには本当に申し

訳ない気持ちでいっぱいです。今回の件については問題点が幾つもあります。

まずは、法に抵触する重大な過ちであった、例えば窃盗罪ですとか個人情報保

護法違反とか、守秘義務違反ということの認識のなさ、そもそも個人情報に対

する意識の低さ、文書管理の不適切さ、スマホの持込みの容認や、ＳＮＳの怖

さに対する認識の甘さなど、非常に返す返す残念な事案です。当該中学校だけ

じゃなくて全ての学校、教育委員会の信頼を完全に失ってしまったということ

で、本当に申し訳ないなというふうに思っております。一度失ったこの大きな

信頼は幾ら言葉を重ねても、簡単に回復することは出来ません。しっかりと今

後再発防止の徹底など対策を講じて、今後の行動で少しずつ返していきたいと

思いますのでよろしくお願いしたいと思います。本件に関しましては事案発生

した時に、直ちに保護者会を開催して、説明をしておりますが、今般それ以後

の経過ですとか、今後の対策ですとかについて文書で、保護者の方には学校が

出す予定をしております。ゴールデンウイーク前にということですので、今日、

明日中に文書で出したいと思います。それが一つです。議案のほうに行きます

けども、まず、1点目の教育委員会委員関係、４月７日の入学式には皆さん、

ご出務いただきましてありがとうございました。ただ年明け１月ぐらいの段階

では、３月の卒業式と、この４月の入学式までは、コロナ中と一緒の対応とい

うことで、来賓の皆様にはご出務いただかないというふうな方針で早くに決定

していたものなんですが、３月の卒業式の終わった段階で、ある程度のマスク

着用の自由化ですとか、５類に移行とかいうふうになりましたので、出来たら

もうこの４月から入学してくる子ども達には、ちょっとコロナのことを忘れて、

新たな気持ちでいていただきたいというふうに思ったんで急遽ちょっと入学式

には来賓も招待しようということで方針を急遽変えましたんで、少し学校のほ

うでは混乱があったようです。招待する来賓は招待するけども規模を縮小した

ような学校もありますし、いろんな学校の取り組みでちょっと地域の方にはご



迷惑かけたようなこともあったようですけども、子ども達は４月に晴れやかな

気持ちで入学をしてきました。２点目の教育長報告ですが、令和５年度大阪府

都市教育長協議会の総会・定例会が行われたんですが、ここで議論しましたの

は、国のほうで「次元の異なる少子化対策」ということで打ち出しをしてるん

ですが、どうも義務教育のことが余り見えてこないということで議論しまして、

大阪府都市教育長協議会で、国に緊急要望を出すことにしました。出来たら骨

太の方針に少しでも入れていただくことを期待して、大きくは細かくは言いま

せんが４点に絞って緊急要望しようということで、１点目はやはり教員不足と

いうことがあるので、その教員不足に対しての対策と長期的な計画っていうの

を国でしっかり作ってほしいというのが１点目と、２点目は、教員の処遇待遇

の改善、これをしっかりやってほしいということと、３点目は、学校給食費の

無償化などの保護者負担の軽減、４点目は、１人１台端末機器の更新について

の財政支援、この４点に絞って、大阪府都市教育長協議会で緊急要望を出すと

いうことになっております。それからあわせまして、今度立ち上がりました、

こども家庭庁の中に、こども家庭審議会っていうのが設置されるんですが、こ

のこども家庭審議会に置かれる、子ども子育て支援等分科会にまた委員として

参加することになりました。たてつけとしては全国の教育長の代表ということ

で、参加しておりますが、出来たら箕面市の事情なんかも会議で発信していき

たいというふうに思ってます。行事報告ですが特に、今日お知らせしておきた

いのは、４月１８日に全国学力学習状況調査が行われました。これも報道でか

なりされてますけども、英語の話すこと調査ということで当日には全国で抽出

された５００校ぐらいだったんですが、箕面はその中には入ってないんですが、

それ以降４月２１日から一定の期間の中で、中学校は当日やった英語の話すこ

と調査と同じようなことをするんですよということで、その結果は参考程度に

なるらしいんですけども今進んでます。私も第一中学校の時に見に行ったんで

すけど、結構正直感想としては大変やなあというふうに思ってます。ヘッドセ

ットが、国から、その対象生徒の、３分の１ぐらい送られてきまして、テスト

も３分の１ずつ分けてやると。だから、同じ問題ですので、既に先にやった子

ども達と、次に受ける子ども達が交わらないようにということで、学校のほう

では動線も工夫してやったようです。これもメディアも出てますけども、なか

なか Wi－Fi の調子がどうやとか、やっぱ機械もんなんで自分がしゃべったこと

を送る前に、もう 1回確認するんだけども、それがなかなかうまくいってない

よということで、ちょっとこれは私の感想としては、これ、２年後ぐらいには

もう本格実施というふうには言われてますけども、なかなか厳しい、クリアせ

なあかん課題がたくさんありますし学校も先生も走り回ってましたんでね。ち

ょっとこっからどう作っていくかというのは若干難しいやろうなというふうに

思ってますけども、そういう感じでした。以上、教育長報告とさせていただき



ます。

◯教育長（藤迫稔君） ： 何かご質問・ご意見ございますか。

◯教育長（藤迫稔君） ： それでは、議事に入ります前に、本日の日程のうち、

日程第２９、報告第４２号「生徒指導の件」は、人事案件その他の案件となり

ますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項の規定に

より非公開とし、当該案件を審議したいと思いますが、いかがでしょうか。

（“異議なし”の声あり）

◯教育長（藤迫稔君） ： 異議なしと認めます。皆様の総意により、当該案件に

ついては、非公開で審議することといたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： それでは、箕面市教育委員会会議規則第４条の規定に

基づき、山元代表教育委員を指名し、ここからの議事進行をお願いいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ただいまご指名いただきましたので、ここか

らの議事を進行いたします。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは、日程第３、議案第１８号「（仮称）

箕面市立船場小学校の校種案について評価を求める件」及び日程第４議案第１

９号「（仮称）箕面市立船場小学校の校種に関する評価専門委員の委嘱の件」

は、関連案件ですので、一括して審議することといたしてよろしいか。

（“異議なし”の声あり）

○代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議

することといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教

育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 議案第１８号につきましては、（仮称）箕

面市立船場小学校の校種の評価に関する要綱第２条第３号に規定する「教育委

員会が必要と認める事項」として、教育委員会において再検討してまいりまし

た（仮称）箕面市立船場小学校の様々な校種案について、専門委員からの評価

を求めるために、ご提案するものです。次に、議案第１９号につきましては、

議案第１８号においてご提案する事項について、評価を求めるために（仮称）

箕面市立船場小学校の校種に関する評価専門委員をあらたに４名委嘱しようと

するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員（高橋太朗君） ： この第三者評価委員会委員の方々についてなんですが、

前回の評価された方々と全く同じ方々だと思うんですがそれで間違いないでし

ょうか。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 委員の皆さんは前回（仮称）箕面市立船場

小学校の校種を再検討するかどうかというところで、評価をお願いいたしまし

た 4名の委員様と同じ方々です。前回の第三者評価の実施に当たりまして、船



場地域の学校建設の検討経過について、丁寧に説明を行ってご理解いただくこ

とが出来たということ。また、前回の第三者評価においても有益な評価を皆様

からいただくことが出来ましたというところで、船場の新設校の校種を再検討

するかどうかに当たりまして、第三者評価をお願いしたい委員の皆様には、今

回第三者評価をお願いするのが最も適任というふうに考えております。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯教育長（藤迫稔君） ： 第三者評価の委員さんにお示しする６案ぐらいを示す

ことになってます。これはもう協議会で長い時間をかけて、皆さんにいろいろ

ご意見をいただいた事務局案プラス教育委員さんから、こういう案もあるんじ

ゃないかというような案も、つけ加えさせていただいてます。我々評価委員さ

んに期待することっていいますのは、これどうですかっていうただ単に投げる

んじゃなくって、幾つかやっぱり観点があると思ってましてまず１つはやっぱ

し、そもそもの小中一貫教育を進めていく、教育面のソフト面のことももちろ

んアドバイスをいただきたいですし、やっぱし財政的なこともありますので財

政的なこともイニシャルもランニングも含めて、市としてこんなことになりま

すよということですとか、あるいは将来に向けての児童生徒の推計なんかも踏

まえた上で、いろんな観点から議論いただきたいなと思ってます。６案あるけ

どもこの案はもうないよねっていうご意見もあろうかと思いますし、また、い

や６案以外にも、全国的にはこういう先行事例あるよと、こういうのを入れた

らどうやというのもあるでしょうし、あるいは６案のうちの、この案について

は、この案でいくならばもうちょっとこういうことでブラッシュアップしてこ

ういうことも組み入れたらいんじゃないかというような、総合的な、いろんな

意見をいただいた上で、一定、もう一度教育委員会でまた、もちろんご議論い

ただいて、私としてはできるだけ削除することなくスケジュールとしましては、

中小校区の皆さんに、意見をいただくという場を設けるんですけどその時に、

あまり候補を減らすっていうのはよろしくないなと思ってまして、出来たらそ

の複数案で、今に近いような案で、ただ、第三者評価の人の意見についてはこ

の１案については、こういうことも言われましたよ、案２については、こうい

うような意見ありましたよというようなことで、ニュートラルに、そういう説

明会みたいにしていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いし

たいと思います。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯委員（髙野敦子君） ： 先ほど教育長の説明にもありましたけどそうしますと

ちょっと確認なんですけど、この複数案が出てくる中で最終的にですけど、こ

の評価委員の先生がたにですね、例えば、順位というかどれが１番いいと絞っ

てもらったりとかそういうところまではいかないというふうに思っておいてい



いですか。

◯教育長（藤迫稔君） ： 我々としてはそれは求めないと思ってるんですよ、僕

のイメージはね、教科書採択の時に別に絞らないじゃないですか、全部の教科

書についてこの教科書はこういう、いいとこもあるけどちょっとここ物足りな

いよね、ここはこうやねってあるじゃないすか。あれのイメージをしていただ

いたらいいんじゃないかなあと。だからもう、何か絞ってこの案全然あかんか

ら案３でいこうという答えを求めるんじゃなくて、それぞれについて、ご意見

を言っていただこうと思って。緩やかにはその委員さんの思いというのは、に

じみ出ると思うんで、当然ね、そのコメントの中で。そういうふうには考えて

ます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯教育長（藤迫稔君） ： あと、もう１点、その後の中小校区での意見交換会の

イメージなんですけどね。これまだ学校とも相談をしてませんし、中小校区の

地域の人にもこれからの話になるんで相談してないんですけども、私がイメー

ジしてるのは、２つの手法かなと思っています。１つはある程度議論ができる、

コアなメンバーで議論する意見交換会と、もう１つはそれこそ、「校区の皆さ

ん、説明、意見交換しますんでウエルカムでどうぞ来てください。」っていう、

一般の２通りがやっぱいる。どちらか１個だけっていうのはやっぱりまずいと

思ってるんで、そういうコアなメンバーで議論できるぐらいの人数規模での意

見交換会と、たくさんお越しいただいて議論しようというふうに思ってます。

コアな、議論の場っていうのは、それこそ、僕の今の勝手な考え方はやっぱり

学校の行く末に関することなので、学校の管理職も、学校の教員も入った学校

協議会があるんで、学校協議会で議論するのがいいんじゃないかなというふう

に思ってるんですが、ただ、これまでの経過で言うとその地域団体の９団体の

方、校区の審議会とかワークショップで関わってきた９団体の人に丁寧に説明

して、ここまで来てますので、そうなると事前に調べると、中小の学校協議会

の中には、９団体の方で入られてない方があるんで、ちょっとそれは校長とも

相談して、その学校協議会を主な母体として意見交換するんだけども、この議

論をするときだけは、変則で入ってない３団体の方も参加していただく。だか

ら学校協議会の臨時会で、９団体の方がそれぞれ入っていただけるような会を

設けて、そこでちょっとコアな議論を、それぐらいの人数ですと、割と本当に

活発な議論ができる場になると思うので、それはやりたいな。それと、中小校

区の方全ての方にどうぞ来てくださいよという、その二本立てにしてやろうか

なと今考えてますので、ちょっとまだ協議の結果によってちょっとそれが、な

るんかならないのかちょっとわかりませんけど、今のところはそういう考え方

で思っています。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。



◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは議案第１８号及び第１９号を採決い

たします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第５、報告第２３号「箕

面市教育委員会小中一貫教育推進監設置規則制定の件」を議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、小中一貫教育推進監の設置に伴い、

箕面市教育委員会小中一貫教育推進監設置規則を制定する必要が生じましたが、

教育委員会会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであったことから、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項及び箕面市教育委員

会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定により、教育長が臨時に代

理しましたので、同条第２項の規定に基づきご報告するものです。小中一貫教

育推進監の設置に伴い、その職務、小中一貫教育事務に関する決裁等、服務上

の承認等についてに定めたものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第２３号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第６、報告第２４号「箕

面市教育委員会事務局等職員の勤務時間等に関する規則改正の件」を議題とい

たします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育政策室長に

求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、職員の定年の引上げ等に伴い関係

規定を整備するため、箕面市教育委員会事務局等職員の勤務時間等に関する規

則を改正する必要が生じましたが、教育長が臨時に代理しましたので、ご報告

するものです。職員の定年の引上げに係る地方公務員法の改正に伴い、当該改

正に合わせ、再任用短時間勤務職員に係る規定の引用を、定年前再任用短時間

勤務職員に係る規定の引用に改める等したものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第２４号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）



◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第７、報告第２５号「箕

面市教育委員会職名規則改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、

提案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、地方公務員法の改正に伴い関係規

定を整備するため、箕面市教育委員会職名規則を改正する必要が生じましたが、

教育長が臨時に代理しましたので、ご報告するものです。職員の定年の引上げ

に係る地方公務員法の改正に伴い、本規則の条ずれを整理したものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第２５号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第８、議案第２０号「箕

面市教育委員会教育長に対する事務委任規則改正の件」を議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、審理員及び審理補助員に係る特別

職の非常勤の職への任命に伴い箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則

を改正するためご提案するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： 今、説明あったんですけどちょっと共有しておきたい

ので、審理員、審理補助員がいったい何者なのか、なぜ今ここで追加するのか

と、箕面市いじめ重大事態再調査委員会委員をなぜ削るのかっていうのをちょ

っと簡単に説明をお願いできますか。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 審理員及び審理補助員ですが、教育長が処

分を行いましたものについて審査請求が行われましたら審理員というものを置

いて、対応いたします。教育委員会が処分を行ったものについて審査請求が行

われますと、審理補助員において、対応するというところ、本市の要綱で定め

ておりますので、それぞれ対応していただくことになるわけですけれども、な

ぜこのタイミングでこの改正をするかというところですけれども、この職につ

いてはこれまで置かれていたものですけれども、箕面市教育委員会教育長に対

する事務委任規則の規定がこの職についての対応が出来ておりませんでしたの

で、この職について規定をいたしまして、審理員及び審理補助員の任命に関し

ましては、教育長に委任するのではなく、教育委員会の職務として置いておく

というところでございます。



◯教育長（藤迫稔君） ： まず初めの審理員と審理補助員の例を出すと、保育所

に入れなかったということで待機になりますよという、私が決定したことに対

して、不服申出、なんかおかしいじゃないですか、私が入れないのはおかしい

じゃないですかというようなことがあった時に、私の決定に対して、この審理

員さんが意見をいってくれる。教育長の決定には合理的な理由があって、間違

ってないよとか、いやいやおかしいじゃないのかというようなふうに意見する

人であって、今まで、この規則の中に入ってなかったので新たに入れるという

のと、箕面市いじめ重大事態再調査委員会委員っていうのは教育委員会がその

調査したことに対して、不服があって、今度は市長が、教育委員会にはもう任

されへんので市長が自らもう一回調査するよって言った時の委員さんなんで、

これはもう教育委員会が任命するんじゃなくて、市長のほうの仕事なんだけれ

ども、これまで、この規則の中に入り込んでたんで削除をすると、こういうこ

とです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 特に補足はございませんか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第２０号を採決いたします。

本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第９、報告第２６号「箕

面市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則改正の件」

を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教職

員人事室長に求めます。

○子ども未来創造局教職員人事室長 ： 本件は、地方公務員法及び大阪府条例が

改正され、府費負担教職員の定年が引き上げられたこと等に伴い、「箕面市立

学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則」を改正する必

要が生じたため、教育長が臨時に代理しましたので、ご報告するものです。府

費負担教職員の定年が６５歳まで段階的に引き上げられることに伴い、再任用

短時間勤務制度が廃止され、あらたに定年前再任用短時間勤務制度が設けられ

たため、所要の改正を行うとともに、あわせて校長が行う職員の休暇の処理に、

「子育て部分休暇」を追加する改正を行ったものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第２６号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。



○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１０、報告第２７号「箕

面市学童保育に関する条例施行規則改正の件」を議題といたします。議案の朗

読を省略し、提案理由を子ども未来創造局放課後子ども支援室長に求めます。

○子ども未来創造局放課後子ども支援室長 ： 本件は、学童保育の利用児童増加

に伴い、学童保育室の増室及び定員の拡大を行うため、箕面市学童保育に関す

る条例施行規則の一部を改正する必要が生じましたため、教育長が臨時に代理

しましたので、ご報告するものです。箕面小学校及び中小学校の学童保育室を

各１室増室し、定員を各４０名増員、萱野東小学校の学童保育室を２室増室し、

定員を４２名増員するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第２７号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１１、報告第２８号「箕

面市個人情報保護条例の施行に関する箕面市教育委員会規程廃止の件」を議題

といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育政策室

長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、個人情報の保護に関する法律の改

正により同法が地方公共団体に適用されることに伴い、箕面市個人情報保護条

例の施行に関する箕面市教育委員会規程を廃止する必要が生じましたが、教育

長が臨時に代理しましたので、ご報告するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第２８号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１２、報告第２９号「箕

面市立学校等における医療的ケア実施要綱改正の件」を議題といたします。議案

の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局担当副部長に求めます。

○子ども未来創造局担当副部長 ： 本件は、令和５年４月１日から、支援教育看

護介助員の職種名の変更等により、要綱の改正をする必要が生じましたため教

育長が臨時に代理しましたので報告するものです。令和５年４月１日から支援

教育看護介助員の職種名を、支援教育看護支援員に変更するとともに、医療的

ケア実施における手続の見直し等により、様式の一部と、それと、様式の変更



をするものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員（稲田滋君） ： ちょっと参考まで教えていただきたいんですが、医療ケ

アの人は今どれぐらいいるんですか。

○子ども未来創造局担当副部長 ： 小学校１０名と中学校１名の合計１１名にな

ります。

◯委員（稲田滋君） ： 例えば、ズラズラっと、いろいろ項目が並んでるんです

が、これで何人とか言えるんですか。言えなかったらいいんですけど、言える

んやったら、どういう方がどれぐらいおられるのか、教えてください。

○子ども未来創造局担当副部長 ： それぞれが何名というのは、ちょっと控えさ

せていただきますけども、今箕面市の中で小中学校では、人工呼吸器の方が１

名いらっしゃいます。経管栄養の方とあと導尿、それからインシュリンの注射、

吸引の方がいらっしゃいます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第２９号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１３、議案第２１号「箕

面市立青少年教学の森野外活動センターを活用した青少年健全育成団体活動支

援交付金交付要綱改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案

理由を子ども未来創造局青少年育成室長に求めます。

○子ども未来創造局青少年育成室長 ： 本件は、青少年教学の森野外活動センタ

ーを利用する青少年健全育成団体等に対して、交付金を交付することで青少年

健全育成活動を支援する要綱について改正する必要が生じましたため、ご提案

するものです。交付金を交付する対象団体に「小規模保育事業所及び事業所内

保育事業所保護者会・私立幼稚園及び認定こども園ＰＴＡ、保護者会」を追加

すること、及び施設の全面オープンに際し、新たにオープンする宿泊施設の料

金設定・変更に伴い、交付金額を設定するため別表を改正すること、併せて様

式の整理のために要綱を改正するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： 今回の改正については今事務局の担当から説明したと

おりなんですけども、要はこの間、就学前の保育とか、幼稚園の教育について

は、公立や私立やっていうことの垣根を取っ払って、どちらであっても、箕面

市の就学前の子ども達については、ともにそれぞれの所属団体で、いろいろス

キルアップしていこうというふうに、目標を立てて、保育・幼児教育センター



も建てたわけなんですが、それにもかかわらずこの補助にするのが、これ作る

時に気がつかなかったのは、わかりやすく言うと、公立の施設に行ってる子ど

も達と公立の就学前の施設に対しては、手厚くなってるけども、私立にはいっ

てなかったということになってるんで、それはいかんということで、公であっ

ても民であっても、それぞれの取り組みについては、補助していこうというこ

とで、今回改正させていただきました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第２１号を採決いたします。

本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第１４、議案第２２号「箕面市立

保育所条例施行規則改正の件」及び日程第１５、議案第２３号「箕面市保育料

に関する規則改正の件」は、関連案件ですので、一括して審議することといたしてよ

ろしいか。

（“異議なし”の声あり）

○代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議

することといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局保

育幼稚園利用室長に求めます。

○子ども未来創造局保育幼稚園利用室長 ： 本件は、保育料の多子軽減の適用範

囲の見直しに伴い、関係規定を整備するため、箕面市立保育所条例施行規則及

び箕面市保育料に関する規則を改正するものです。保育料を算定する際、市民

税所得割が７７，１０１円以上の世帯は、就学前のきょうだいの人数によって

保育料を軽減しており、第１子は全額負担のところ、第２子は半額、第３子は

無料となります。ただし、現在は、国制度により、第 1子が認可保育所等に通

う場合は 算定対象になるものの、認可外保育施設に通う場合は対象とならず、

第１子の通園先により数え方に差が生じていることから、市独自の対応として、

第１子の通園先を問わず、就学前のきょうだいは全て数えることに改正するも

のです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯教育長（藤迫稔君） ： 今までは国の制度にのっとってやってたということで

別に箕面市が、何か怠ってたいうわけじゃなくって、国の方針どおりやってた

んだけれども、より、少子化対策というかそういう意味で箕面市として独自に、

国制度に上乗せして、しっかりやろうということなんですけども。近隣の状況

をわかってたらちょっとそれ説明出来ますか。

○子ども未来創造局保育幼稚園利用室長 ： 近隣の北摂７市の状況なんですけれ



ども、まず、豊中市以外の６市につきましては、国制度と同じ対応を行ってお

ります。で、豊中市につきましては今回箕面市が改正しようとしている内容を、

既に実施をされておりました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは議案第２２号及び第２３号を採決い

たします。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１６、報告第３０号「箕

面市幼児教育スーパーバイザー等設置要綱改正の件」を議題といたします。議案

の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局保育・幼児教育センター長に求

めます。

○子ども未来創造局保育・幼児教育センター長 ： 本件は、箕面市個人情報保護

条例の全部改正に伴い関係規定を整備するため、箕面市幼児教育スーパーバイ

ザー等設置要綱の一部を改正する必要が生じましたため、教育長が臨時に代理

しましたので、報告するものです。箕面市幼児教育スーパーバイザー等設置要

綱第７条中の個人情報の保護に関する引用規定である「箕面市個人情報保護条

例」を令和５年４月１日より「個人情報に関する法律」に改めるものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３０号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１７、報告第３１号「箕

面市送迎用バスの安全装置設置事業費補助金交付要綱制定の件」を議題といた

します。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局保育幼稚園利用室

長に求めます。

○子ども未来創造局保育幼稚園利用室長 ： 本件は、保育所、幼保連携型認定こ

ども園、認可外保育施設が行う送迎用バスの安全装置の設置に対して、補助金

を交付するため、箕面市送迎用バスの安全装置設置事業費補助金交付要綱を制

定する必要が生じましたため、教育長が臨時に代理しましたので、報告するも

のです。送迎バス内への子どもの置き去りを防止するため、令和５年４月から

送迎バスに安全装置を設置することが義務付けられたことに伴い、国補助制度

を活用し、市内の送迎バスを保有している保育所等に対し、1台あたり１７５,

０００円を補助するものです。バスを降りる際には、子どもの顔を見て降車を



確認すること、降車後は忘れ物点検や消毒と合わせ、必ず車内を一列ずつ見て

回るなど、子どもの置き去りがないよう確認を徹底していますが、突発的に予

期せぬ事態が生じた際などにヒューマンエラーを補完するものとして有効と考

えます。市内に送迎バスを保有している園は７園あり、市の補助対象は、その

うち３園で、幼稚園及び幼稚園型認定こども園の４園は、大阪府から補助され

る事となっています。引き続き、各園の安全対策の取り組みを支援し、子ども

の安全確保を徹底していきます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３１号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１８、報告第３２号「箕

面市保育士宿舎借上支援事業補助金交付要綱改正の件」を議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局保育幼稚園利用室長に求め

ます。

○子ども未来創造局保育幼稚園利用室長 ： 本件は、国補助要綱の改正に伴い、

箕面市保育士宿舎借上支援事業補助金交付要綱を改正する必要が生じましたた

め、教育長が臨時に代理しましたので、報告するものです。民間保育園等が雇

用する保育士が居住する住居を借り上げた場合の、補助対象保育士を、保育園

等で採用されてから８年以内であったところ、７年以内に変更するものです。

これは事業の対象となる者とならない者との公平性の観点から、国が段階的に

見直しを行っているものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員（稲田滋君） ： これは今まで８年間やったんを７年間に短縮するという

ことですか。

◯子ども未来創造局保育幼稚園利用室長 ： はい、そうです。

◯委員（稲田滋君） ： もう保育士は十分足りているということでいいんですか

ね。

◯子ども未来創造局保育幼稚園利用室長 ： 本市におきましては、やはり保育士

不足ということで、各園がやっぱり保育士確保に苦慮されているという状況も

ございますので、引き続き、保育士確保は重点的に行っていかなければならな

いというふうに考えております。

◯委員（稲田滋君） ： さっきの保育料のところで、市独自の補助していくんや

対応していくんやというようなことで言うてはったと思うんですが、例えば

止々呂美なんか借り上げの宿舎とかないわけですよね。ないところにはもっと



もっと何かいろんな工夫をして、箕面市独自の何か施策を考えて、保育士確保

をしていくとか、こういうことについても、まだ不足してるんやったら別に、

短縮せんでもええやんかといろいろ思いはあります。だから、やっぱりこれか

らの時代、そういうところに、いろいろ工夫して、アイデア出して、施策を充

実していかないと、成り立たないような時代になってきているので、ぜひとも、

これからもいろいろ箕面市独自の施策を工夫して考えていっていただきたいと

思います。

◯教育長（藤迫稔君） ： 今、稲田委員から指摘のあった具体的にちょっと出ま

したんで止々呂美の地域にということで、ここは大変苦慮して、いろんな臨時

的な措置も、保育士を送ったりしてやってるわけですけども、今まだ検討の段

階なんで、今後どうなるかわからないんですけども、新しい駅が出来ましたら、

何かステーション方式みたいなことが出来ないかなと。東部地域で空いてる保

育所にそこをキーにして、送迎するという制度はないことはないんで、近隣市

でもやってるとこがあるんで、そんなことはどうなのかなあとかいうような、

いくつもちょっといろんな案を考えてますので、またもう少し、制度設計が固

まりましたら、ご提案させていただきたいなというふうに思ってます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３２号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第１９、報告第３３号「箕

面市産後ケア事業実施要綱改正の件」を議題といたします。議案の朗読を省略

し、提案理由を子ども未来創造局子どもすこやか室長に求めます。

○子ども未来創造局子どもすこやか室長 ： 本件は、産後ケアの宿泊型サービス

の利用料金について、令和５年度から国において補助制度が拡充され、要綱の

改正をする必要が生じましたため、教育長が臨時に代理しましたので、同条第

２項の規定により報告するものです。令和５年度からの国の補助制度の拡充に

伴い、産後ケアの宿泊型サービスの１回目から５回目までの利用料金について、

現在１回あたり５，５００円を２，５００円減額し、３，０００円とするもの

です。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３３号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど



おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２０、報告第３４号「箕

面市妊婦健康診査の実施等に関する要綱改正の件」を議題といたします。議案

の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局子どもすこやか室長に求めます。

○子ども未来創造局子どもすこやか室長 ： 本件は、令和５年４月１日から妊婦

健康診査の公費助成額を増額し、要綱の改正をする必要が生じましたため、教

育長が臨時に代理しましたので、報告するものです。令和４年度までの妊婦健

康診査の助成額は、１４回の総額が１１６，８４０円でしたが、令和５年度か

らは総額１２万円に増額し、妊婦のかたの経済的な負担の軽減を図るものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３４号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２１、報告第３５号「令

和４年度箕面子どもステップアップ調査結果報告の件」を議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局学校教育室長に求めます。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： 本件は、令和４年度箕面子どもステップア

ップ調査結果について報告するものです。箕面子どもステップアップ調査は全

国学力学習状況調査と大阪府すくすくウォッチと箕面体力・運動能力、運動習

慣等調査、箕面学力調査、学習状況・生活状況調査の全てを合わせた総称でご

ざいます。今回はこのうちの箕面学力調査、英検ＩＢＡ、学習状況・生活状況

調査についての報告をさせていただきます。まず「箕面学力調査」についてで

すが、小学校では、小２算数、小３国語、小４国語、算数、理科、小５理科、

小６国語、算数が全国平均を下回り、それ以外の教科は全国平均を上回る結果

となっています。中学校では、中２国語のみが全国平均を下回り、それ以外の

教科は全国平均を上回る結果となっています。特に、英語の正答率は全国平均

と比べて８ポイント以上上回る結果となっています。国語についてですが、小

６国語、中２国語の複数の資料から必要な情報を読み取り記述する問題におい

て、正答率が低くなっており課題がありました。こうした課題について、文章

に含まれる情報を的確に理解し、適切に表現するための学習を進めていけるよ

う、学校に対して指導助言を行いました。次に、社会についてですが、小３社

会の地図を読み取る問題、中１社会の資料をもとに考察し文章で表現する問題

において、全国正答率を下回る結果となっており課題がありました。こうした



課題について、日頃から社会に見られる課題の解決に向け、様々な資料を基に

多角的に考察する活動を進めていけるよう、学校に対して指導助言を行いまし

た。次に、算数、数学についてですが、小６算数の縮尺の記述問題、中２数学

のグラフの読み取り問題において、正答率が低くなっており、日常の出来事を

数学的に捉え、考えを式や言葉で表現する問題に課題がありました。こうした

課題について、日常生活と結び付けたり、学び合いで考えを深め、表現力を高

める学習を進めていけるよう、学校に対して指導助言を行いました。次に、理

科についてですが、小３理科の植物の育ち方の知識技能問題、中２理科の動物

のからだのつくりとはたらきの科学的な思考・表現の力を問う問題において、

正答率が低くなっており課題がありました。こうした課題について、各植物に

おいての一般性と特性の両面の学習、指定された言葉から必要な情報を選択し、

表現する学習を進めていけるよう、学校に対して指導助言を行いました。次に、

英語についてですが、小５から中２の全学年の英語の正答率が全国平均を大幅

に上回りました。令和４年度の英検ＩＢＡにおける英検３級レベル相当以上の

英語力を有する中３生徒の割合は８０．７％で、目標値の８０％をこえること

ができました。引き続き、小１から中３までの９年間のカリキュラムに基づい

た英語教育に取り組んでまいります。また、学力調査結果を踏まえて、改めて

学習課題がある児童生徒の底上げが必要であると認識しています。そのために

は、教員の授業力を高めるとともに、学力調査結果の個票やデジタルドリルを

活用するなど、一人ひとりの児童生徒に対して個別最適な学習を進めていくこ

とが必要と考えています。加えて、休み時間や放課後の補習や、放課後学習室

の「すたさぽ」などにも適切に繋いで学習習慣そのものを定着していくことが

大切と考えています。続きまして、「学習状況・生活状況調査」についてです

が、「先生から期待されている、友達から頼りにされている」と思っている子

どもは、ほとんどの学年で全国平均値より高い傾向が見られます。一方、「あ

なたの発言は、クラスのみんなを動かす力がある」と思っている子どもの肯定

率は全学年で５０％を下回っており、課題であると認識しています。こうした

課題について、学級での相互理解や信頼関係の構築のために、学級活動や授業

の際に、子どもたちが主体的に発言できる学習を進めていけるよう、学校に対

して指導助言を行いました。次に、ＳＮＳ上で、いじめにあったことがないと

回答している子どもの割合は、全国平均値に比べると良い結果が出ています。

引き続き、子どもたちからのいじめのサインやＳＯＳを見逃さないよう、「こ

ころの日記」機能等も活用しながら取り組んでまいります。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。



◯委員（稲田滋君） ： ちょっとグラフの見方がわからなかったんでちょっと１

つ教えてください。例えば上のグラフなんですが、８年生中２のところのズラ

ズラと並んでるのがありますよね。これはどういうグラフなんですか。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： はい、８年生、この中２のグラフが、子ど

も達自身の過去の平成２７年度であればその色に沿った、時の経過でして、こ

の母体の各年度そのものの経過になっております。

◯委員（稲田滋君） ： ですから今のこの中２の子が、中１小６小５小４の時の

データがこう並んでるんやということでいいんですかね。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： 中２自身のところの、過去の部分になりま

すので。

◯委員（稲田滋君） ： その中２の子の、去年の中２、一昨年の中２、その前の

中２という並びということですか。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： 中２自身の層の部分の子たちのそうですね、

同じ子たちですね。

◯委員（稲田滋君） ： 対象は同じということ。だから、今２つ挙げたんですけ

どね。中２の子が中１やった時小６やった時のデータが並んでるのかそれとも、

今年の中２、去年の中２、その前の中２、その前の前の中２と中２の子のデー

タがずらっと並んでるのかどっちですかっていう。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： 中２の子たちが中１の時とかその前の状況

と。

◯教育長（藤迫稔君） ： 経年変化を追っているということ。だからこの下に行

くほどこの数が少なくなってるのはそういう意味なんですよ。３年生のほうは、

３本しかないけど、まだ３年生にしかなってないからというそういう。

◯副教育長： ここにグラフの見方が載ってますので。同一の集団を追っている。

○委員（稲田滋君） ： 同一の集団を追っているということで、この上下がすご

くこのグラフを見ると激しいんですが、この原因は何ですか。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： 上下というのは例えば中２であれば、毎年

上がってきているというように、急激に上がっているように見られることにつ

いてということでよろしいですか。

◯教育長（藤迫稔君） ： 今の質問は、課題認識は下がってるということやね。

例えば茶色のとこから次の黄色に何で下がるねんっていう。感覚的に言うたら、

だんだん上がっていくべきじゃないのかっていうのは、何でこんな極端に異な

っているんやというのを、教育委員会としてどう検証しているかという質問。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： まだ、厳密には分析し切れてないんですが

やはり各学年のそもそもの毎年の、どうしても偏差値分析になりますので、そ

のときのもちろん全体的にそもそも難しかった問題なのか、簡単だったかって

いう問題もございますし、学年に応じて、やはり偏差値の幅が、振り幅が変わ



ってくるというのも影響しているのではないかなと考えております。

○委員（稲田滋君） ： なぜこんな質問をしたかというとですね、例えば単年度

で、ここがよくなかったから、学校に指導助言しましたよというようなことを

言うて説明してくれたんですけど、せっかくこれずっと経年変化を追っていっ

てる調査なので、なぜここでこんな低いんやろ、なぜここでこんな高くなった

んや、それがまたなぜこんな急に落ちたんやというようなところをね、きっち

り。それは原因は何やろ、学校の体制の問題なんか、担任の問題なんか、生徒

の問題なんか、親の問題なんか、一体何やろ。複合的な問題というようなこと

になるんでしょうけど、その辺りをしっかりと調べていっていただけたらいい

んじゃないかなというように思ってます。それでさっきも言うてはったこの調

査の結果は個人に返して、それで個別最適な学びを進めていってもらいたいん

やというようなところうがあると思うので、そこをきっちりと、個人に関して

あなたはこうこうこうやから、こういうところ、ちょっと弱いからこういうと

ころ頑張っていこうねみたいなんを、やっぱり学校で、担任の先生なりがきち

んと指導していけるんやというような形にしていっていただきたいと思ってお

ります。よろしくお願いします。

◯教育長（藤迫稔君） ： このステップアップ調査については今まで何度もいろ

いろ、協議会とかで議論させていただいて、我々もしっかり受け止めてます。

ただそのときにも今の稲田委員のような意見をおっしゃっていただいてまして

やっぱりこういうデータというのは母体が大きくなるんで、学年とか学校とか

の単位でやってますので、例えばレーダーチャートにしても、割と比較的、何

かこう、平均でいい感じになってますけども、これ個人個人一人一人となりま

すとかなりレーダーチャート凸凹になってるんですね、その子によって。こん

なきれいな丸になってなくて、極端に、悪かったりというふうなことになりま

すので、学力もそうですし、生活状況調査もそうですけども、やっぱり大事な

のは個々で見ていくということで、学校はもうしっかり個々で見て、去年より

こうなってるよ、よくなってるよとか、去年よりは駄目になってるよというの

は学校のほうはちゃんとしっかりやってますので、ちょっと言い訳っぽくなり

ますけど、大きくなると、こういうようなデータの形が何か標準化されてしま

いますので、我々これを見てこうやっていこうということじゃなくて、やっぱ

り個々で、しっかり見て対応はしてますので、それは共有しておきたいと思い

ます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

◯委員（髙野敦子君） ： 先ほど、稲田委員からありましたけど、個々に個別に

返ってくるんですけど、そのタイミングなんですが、実施されるのがもう２月

ぐらいなので、いたしかたないと思うんですけど、３学期の、最終日に、学校

の成績に混じってひょこっと一枚入ってくるみたいな感じの返り方なので、も



う少し工夫が必要なんじゃないかなというふうに思います。それはじゃあ家で

どれだけ振り返ってるかっていうと、ちょっとそこは、もちろん個人懇談もな

いので３学期はいたしかたないんですがそれが、例えば体力とかの調査に関し

ては、２学期ぐらいに返ってくるので、個人懇談と一緒に保護者に返されてく

るんですね。そうするとこれまた、ここんところ課題なんでっていう一言がや

っぱりあってそれを家で見てみたいなのができるんですけどそれが出来ない分、

どうしても何か、１枚ぺろっと入ってきて、当たり障りのない機械が出したコ

メントしか書いてなくって、よく出来てますとかで、何が弱いですというとこ

ろが正直わからないような感じのコメントなんですね。なので、それが本当に

個人の振り返りにどれだけ役立っていくのかなっていうのはちょっと課題とし

てあるかなと思うので、またそういう工夫も、今後していっていただきたいな

と思います。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 他、どうでしょうか。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２２、議案第２４号「箕

面市教育委員会審理員及び審理補助員任命の件」を議題といたします。議案の

朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、箕面市教育委員会教育長を審査庁

とする審査請求の審理に当たり必要と認められるため、地方公務員法第３条第

３項第３号に規定する特別職の非常勤の職に審理員として引き続き任命しよう

とするものです。また、あわせて、箕面市教育委員会を審査庁とする審査請求

の審理に当たり必要と認められるため、審理補助員として新たに任命しようと

するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、議案第２４号を採決いたします。

本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案ど

おり可決されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２３、報告第３６号「箕

面市奨学生選考委員会委員解職及び任命の件」を議題といたします。議案の朗

読を省略し、提案理由を子ども未来創造局学校生活支援室長に求めます。

○子ども未来創造局学校生活支援室長 ： 本件は、箕面市奨学生選考委員会委員

の解職及び任命について、教育長が臨時に代理しましたので報告するものです。

箕面市奨学資金基金条例に基づき設置する「箕面市奨学生選考委員会」の委員

から、去る３月３１日付で辞職願が提出されましたので、これを承認のうえ解

職し、その後任として新たな委員を任命する必要が生じましたため、箕面市奨

学資金基金条例第２条の２第３項及び第４項ただし書の規定に基づき、４月１



日付で任命したものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３６号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２４、報告第３７号「箕

面市いじめ問題対策連絡協議会委員解職及び任命の件」を議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局児童生徒指導室長に求めま

す。

○子ども未来創造局児童生徒指導室長 ： 本件は、箕面市いじめ問題対策連絡協

議会委員が辞職願を出されたことを受け、後任として新たな委員を任命する必

要が生じたため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項及

び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定に基づき、

教育長が臨時に代理いたしましたので、同規則第３条第２項の規定により報告

するものでございます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３７号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２５、報告第３８号「箕

面市幼児教育サポーター任命の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、

提案理由を子ども未来創造局保育・幼児教育センター長に求めます。

○子ども未来創造局保育・幼児教育センター長 ： 本件は、「箕面市幼児教育サ

ポーター」を任命する必要が生じましたため、教育長が臨時に代理しましたの

で、報告するものです。箕面市幼児教育スーパーバイザー等設置要綱第１条に

規定する保育・幼児教育の質の向上に係る保育・幼児教育施設への訪問及び相

談業務等を行う幼児教育サポーターとして２名を令和５年４月１日付けで任命

したものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３８号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。



○代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２６、報告第３９号「箕

面市スポーツ推進委員解職の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、

提案理由を子ども未来創造局保健スポーツ室長に求めます。

○子ども未来創造局保健スポーツ室長 ： 本件は、箕面市スポーツ推進委員１名

から令和５年３月３１日付けをもって辞職の申し出がありましたので、教育長

が臨時に代理しましたので、ご報告するものです。委員１名の解職を３月３１

日付けで行ったものでございます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは報告第３９号を採決いたします。本

件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

○代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第２７、報告第４０号「箕面市教

育委員会人事発令の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由

を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

◯子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、人事発令を行う必要が生じました

ため、教育長が臨時に代理しましたので、報告するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第４０号を採決いたします。

本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程第２８、報告第４１号「箕面市教

育委員会会議録の承認を求める件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、

提案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、去る令和５年３月９日に開催いた

しました令和５年第３回箕面市教育委員会定例会会議録、及び同月２３日に開

催されました令和５年第１回箕面市教育委員会臨時会会議録を作成しましたの

で、箕面市教育委員会会議規則第５条の規定により、提案するものです。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第４１号を採決いたします。

本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。



○代表教育委員（山元行博君） ： 次に、日程追加第１、報告第４３号「教育財

産の取得にかかる申出の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案

理由を子ども未来創造局保健スポーツ室長に求めます。

◯子ども未来創造局保健スポーツ室長 ： 本件は、スケートボードパーク整備予

定地の土地について、教育財産として取得するにあたり、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２８条第２項の規定に基づき箕面市長への申出を行う

必要が生じましたが、教育長が臨時に代理しましたので、ご報告するものです。

教育財産として取得する土地につきましては、物件の所在地は、新稲２丁目２

４３番１及び２４４番の２筆で、スカイアリーナ西側に隣接する土地です。面

積につきましては、実測面積で４，１６６．５３平方メートルです。当該土地

を取得するまでに至った経緯でございますが、東京オリンピック以降のスケー

トボード人気の高まりに加え、市議会や市民からの要望も受け、令和２年から

スカイアリーナと第二総合運動場で実証実験を実施したところ、若者世代を中

心に幅広い世代で市民のニーズが高いことがわかりました。この結果を踏まえ、

様々な観点から検討し、騒音問題が発生せず、指定管理者による一体管理が可

能なスカイアリーナ西側隣接用地が候補地となったため、令和４年１１月３０

日付けをもって市長に教育財産の取得を申し出たものでございます。

◯代表教育委員（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは、報告第４３号を採決いたします。

本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告ど

おり承認されました。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 各委員から教育行政に係ることで、何かご意

見等ありますでしょうか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： 事務局から「その他、教育行政に係る報告」

について申出を受けますが、いかがですか。

◯代表教育委員（山元行博君） ： それでは次に、日程第２９、報告第４２号「生

徒指導の件」を議題といたします。冒頭で決定されましたとおり、非公開とい

たしますので、当該案件に関係する事務局職員以外の事務局職員は退席してく

ださい。

（傍聴者及び当該案件に関係する事務局以外の事務局職員の退席）

（報告第４２号に係る審議）

◯代表教育委員（山元行博君） ： 以上をもちまして、本日の会議は全て終了し、

付議された案件、議案７件、報告２１件は、全て議了いたしました。教育長に



お返しします。

◯教育長（藤迫稔君） ： ありがとうございました。これをもちまして、令和５

年第４回箕面市教育委員会定例会を閉会いたします。

（午前１１時５９分閉会）

以上のとおり会議の次第を記し、相違ないことを認めたので、ここに署名する。

箕面市教育委員会

教育長 （本人自署）

委員 （本人自署）


